
泉大津市自転車等駐車場指定管理業務仕様書
目的
本仕様書は、泉大津市内の泉大津駅第一自転車等駐車場ほか4箇所の自転車等駐車場（以下「駐車場」という。）において指定管理者が行う業務の内容、範囲及び履行方法等について定めることを目的とする。

駐車場の管理に関する基本的な考え方
業務を実施するにあたっては、駐車場の設置目的・役割等を理解し、施設利用の公平性を確保するとともに、利用者の利便性、安全性及び快適性を確保するよう管理に努めること。
また、鉄道駅周辺の自転車等の放置防止として指定した自転車等放置禁止放置区域における自転車への指導啓発、撤去業務等をあわせて行うことで、総合的な放置自転車対策を効果的かつ効率的に実施すること。

（１）駐車場は、泉大津駅周辺、松ノ浜駅周辺及び北助松駅周辺における放置自転車の解消を図るとともに、自転車等の利用者等の利便に供するための施設であるという設置目的に基づき、管理運営を行うこと。
また、駅周辺の自転車等の放置防止を目的として、指定した自転車等放置禁止区域内における放置自転車対策を積極的に推進するため、巡回・指導啓発・誘導・整理、放置自転車撤去運搬及び保管返還業務等放置自転車対策業務を指定管理者に別途委託する。
（２）利用者にとって、より安全で利用しやすいようにサービスの向上に努めること。
（３）市の意図するところに従い、常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。特に、施設・設備の状態（老朽具合等）の的確な把握及び修繕等を実施するとともに、利用者が安心して快適に利用できるよう努めること。
（４）個人情報の保護を徹底すること。
（５）効率的な運営を行うこと。
（６）適正な管理運営に努めること。


施設の概要
指定管理業務の対象となる施設は次のとおり。なお、各施設の詳細は、「泉大津市自転車等駐車場施設の概要」（参考資料2）を参照すること。
※施設の面積や、自転車とバイクの割合、定期使用と一時使用の割合、収容台数等を変更する場合がある。その際、事業計画書等との相違については、市と指定管理者との間で協議する。

	名称
	泉大津駅第一
自転車等駐車場
	泉大津駅第二
自転車等駐車場

	所在地
	泉大津市旭町
	泉大津市旭町

	施設構造
	鉄骨造1階建2層
	平面

	管理台数
	自転車430台 ※1
	自転車415台 ※2

	
	―
	原付・バイク18台

	
	合計430台
	合計433台

	敷地面積
	500㎡
	867㎡

	床面積
	約1,000㎡
	約867㎡



	名称
	松ノ浜駅
自転車等駐車場
	松ノ浜駅前第一
自転車等駐車場
	松ノ浜駅前第二
自転車等駐車場

	所在地
	泉大津市二田町一丁目
	泉大津市二田町一丁目
	泉大津市二田町一丁目

	施設構造
	平面
	平面自転車等駐輪機器
	平面自転車等駐輪機器

	管理台数
	自転車320台 ※3
	自転車95台
	自転車29台

	
	原付・バイク15台
	―
	原付・バイク5台

	
	合計335台
	合計95台
	合計34台

	敷地面積
	540㎡
	79.4㎡
	57.4㎡

	床面積
	同上
	同上
	同上


※１　高齢者専用のシルバーゾーン（駐輪ラック等を整備しない区域）として20台相当分を確保し、要配慮者を対象とする思いやりエリアとして8台相当分を確保する。
※２　高齢者専用のシルバーゾーンとして18台相当分を確保し、要配慮者を対象とする思いやりエリアとして10台相当分を確保する。
※３　高齢者専用のシルバーゾーンとして13台相当分を確保し、要配慮者を対象とする思いやりエリアとして9台相当分を確保する。

休場日
駐車場は無休とし、利用時間は終日とする。
指定管理者が市長の承認を得て臨時に定める日
※利用者は、休場日でも自転車等の出し入れが可能であること。

有人管理時間
指定管理者の提案による
※ただし、利用者は有人管理時間以外でも自転車等の出し入れが可能であること。


	泉大津駅第一自転車等駐車場
	指定管理者の提案による

	泉大津駅第二自転車等駐車場
	指定管理者の提案による

	松ノ浜駅自転車等駐車場
	指定管理者の提案による

	松ノ浜駅前第一自転車等駐車場
	（管理員は松ノ浜駅自転車等駐車場と共通）

	松ノ浜駅前第二自転車等駐車場
	（管理員は松ノ浜駅自転車等駐車場と共通）



利用料及び料金体系
各駐車場の利用料及び料金体系は以下のとおり。
松ノ浜駅前第一自転車等駐車場及び松ノ浜駅前第二自転車等駐車場については、自転車等を駐輪する際の最初の2時間は無料とする運用を行う。
なお、市長が必要と認めるときは、指定管理期間中に利用料金を変更することができる。
	自転車等駐車場
	利用料

	
	一時利用
	定期利用1箇月
	定期利用3箇月

	泉大津駅第一
	自転車（一般）
	150円
	2,800円
	7,500円

	
	自転車（減免）
	―
	1,400円
	3,700円

	泉大津駅第二
	自転車（一般）
	130円
	2,400円
	6,400円

	
	自転車（減免）
	―
	1,200円
	3,200円

	
	原動機付自転車
自動二輪車
（125cc以下）
	300円
	4,500円
	12,000円

	松ノ浜駅
	自転車（一般）
	150円
	2,800円
	7,500円

	
	自転車（減免）
	―
	1,400円
	3,700円

	
	原動機付自転車
自動二輪車
（125cc以下）
	300円
	4,500円
	12,000円

	松ノ浜駅前第一
	自転車
	150円※
	―
	―

	松ノ浜駅前第二
	自転車
	250円※
	―
	―

	
	原動機付自転車
又は自動二輪
（125cc以下）
	300円※
	―
	―


※松ノ浜駅第一及び第二自転車等駐車場は、最初の2時間を無料とする。

指定期間
令和8年10月1日から令和13年9月30日まで（5年間）

法令等の遵守
駐車場の管理にあたっては、本仕様書のほか、次の各項に掲げる法令に基づくこと。なお、本指定期間中に法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
地方自治法（昭和22年法律第67号）
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）
泉大津市自転車等駐車場条例（平成28年泉大津市条例第4号）
泉大津市自転車等駐車場条例施行規則（平成28年泉大津市規則第25号）
泉大津市自転車等の放置防止に関する条例（昭和63年泉大津市条例第17号）
泉大津市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（平成元年泉大津市規則第2号）
泉大津市個人情報保護条例（平成10年泉大津市条例第11号）
泉大津市情報公開条例（平成10年泉大津市条例第10号）
泉大津市行政手続条例（平成10年泉大津市条例第12号）
その他関連法令等

指定管理者が行う業務
駐車場の使用許可及び取消しに関すること
指定管理者は、駐車場の使用許可及び取消しを行う。

駐車場の利用手続き及び利用料の徴収等に関する業務
施設の利用者から駐車場の利用料を収納したときには、次に掲げるところにより処理すること。
毎月末に一箇月分を集計し、その翌月の10日（この日が土日祝日であるときには、この日の後において、最も近い休日でない日）に利用状況及び駐車料金の収入状況等について報告書を作成し、市に報告を行うこと。
定期利用の月の始期と終期は1日と末日とする。ただし、月の途中で登録の申請があった場合は、当該月については、納付期日を始期としその月の末日までを1月とする。
・　市条例に定める基準をもとに利用料の減免又は免除を行うこと。

駐車場の施設及び設備の維持管理・運営に関すること
各駐車場の設備等に関する法定点検（消防設備等）、保守管理及び清掃を行うこと。
各駐車場の防犯対策については、防犯カメラを自ら設置し対策を行い、施設の安全管理に努めること。また、状況により安全管理の強化等の必要に応じて常駐警備、巡回警備等を行うこと。
指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事由による施設・設備・備品等の損傷、及びそれ以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できない修繕で100万円（消費税及び地方消費税を含む。）以下のものについて修繕を行うこと。
１件につき50万円（消費税及び地方消費税を含む。）以下の物品の交換（購入）及び修繕を行うこと。物品を交換（購入）又は修繕した後の所有権は市に帰属することとする。なお、「泉大津市自転車等駐車場備品一覧表」（参考資料6）に示す備品については、無償で指定管理者へ貸与する。
駐車場内の自転車等の整理及び駐車場利用者への指導を行うこと。
使用期間を超えて長期に駐車している自転車等及び無許可自転車等の措置については、条例に基づき行うこと。
定期使用券、一時使用券、現金等の金品及び重要な書類については、金庫に保管する等適正な管理に努めること。
利用者からの問合せ、苦情、事故等の対応にあたること。
利用者からの意見・要望等の受付状況書類等を、毎月市に提出するとともに、サービス向上のための利用者意識調査等を実施すること。
市が放置自転車等の実態調査を行う場合には、調査に協力すること。
泉大津市自転車等駐車場条例第10条に基づき駐車場の管理を行うこと。
利用者が円滑かつ快適に利用できる管理運営のために、必要に応じて各駐車場に自動券売機、電磁ゲートシステム、ラック式駐輪システムやサイン誘導等を行う場合は、指定管理者が設置して、適切に管理運営を行うこと。

放置自転車対策業務
下記業務を指定管理者に別途委託する。
自転車等放置禁止区域の巡回・指導啓発
指定管理者は、泉大津駅、松ノ浜駅、北助松駅周辺における自転車等放置禁止区域を巡回し、自転車及び原動機付自転車（以下「自転車等」という。）を放置しないように自転車等利用者に対する指導を行うこと。
自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等に対して、警告票を貼り付けること。なお、張り付けた警告票には、張り付けた日時、場所等を記入すること。

放置自転車等の撤去
指定管理者は、自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等のうち、警告票が張り付けられてから2時間が経過した自転車等の撤去を行い、自ら調達した事業用作業車に自転車等を積み込み、自転車保管場所（泉大津市助松町１丁目 府道泉大津美原線高架下）に搬送すること。
放置自転車等の撤去後、路面に撤去案内用紙を貼り付け、撤去の実施日時、自転車等の返還方法等を周知すること。なお、路面に貼り付けた撤去案内用紙は後日回収すること。
撤去は、月に5日程度行うこととし、放置自転車等の解消に向け効果的な日程及び時間帯を指定管理者が提案し、市と協議の上、スケジュールを設定すること。
撤去作業を行うにあたっては、放置自転車等に張り付けられた警告票に整理番号を書き込み、撤去日時、放置されていた場所等を台帳（以下「整理台帳」という。）に記録した上で、各撤去自転車等を識別できるようにすること。
後のトラブルを防止するために、撤去自転車については撤去時の状況がわかるようビデオ撮影する等の記録を残すよう努めること。

撤去自転車等の保管・管理
指定管理者は、撤去自転車等を自転車保管場所に搬入し、整理台帳と照らし合わせて撤去自転車等の台数を管理し、整理して保管すること。
新たに搬入した撤去自転車等について、防犯登録照会一覧表に整理番号、防犯登録番号等を入力すること。
盗難届があった撤去自転車等については、自転車保管場所において警察への引渡しを行うこと。
市が行う防犯登録照会の結果、盗難届がなかった撤去自転車等については、撤去自転車等の所有者に対して返還通知はがきを送付し、返還を促すこと。
保管後6箇月が経過した撤去自転車等については、市で処分の手続きを行うため、対象となる自転車等を別途整理すること。

撤去自転車の返還
撤去自転車等の所有者への返還にあたっては、自転車返還申請書を受け付け、返還手数料を徴収し、当該撤去自転車等を返還すること。撤去自転車等の返還後、所有者から受取書を受領すること。また、返還手数料は適正な管理を行い、毎月末に1箇月分を集計し、翌月15日までに市に納付すること。
整理台帳及び防犯登録照会一覧表について、返還した撤去自転車等の記録を整理すること。

自転車保管場所の清掃・整理整頓
自転車保管所は、常に清潔に保つよう清掃を行い、撤去自転車等の返還等に迅速に対応できるよう整理整頓されている状態を保つこと。

業務の実施状況等の報告
毎日報告するもの
利用者からの苦情及び苦情等とその対応に係る報告
駐車場で発生した事故の内容等とその対応に係る報告
業務日報
月毎に報告するもの
管理業務の運営状況（駐車場別使用許可実績、利用料金収入実績、免除・還付実績）の作成・提出
業務月報（利用者からの意見・要望、苦情、事故報告書、放置自転車対策業務の実施状況等を含む）の作成・提出
四半期毎に報告するもの
経理状況等報告書（予算執行状況、修善実績、保守点検等委託実績、リース実績、備品購入等実績、管理員及び整理員雇用実績、提案事業・自主事業実施報告書）の作成・提出
年毎に報告するもの
利用者満足度調査結果の作成・提出
事業報告書及びその他報告に必要な書類の作成・提出
業務履行状況及び自らの評価を記載した書面の作成・提出

その他
広報（利用案内・各種啓発）に関する業務
下記の保険への加入
＊受託者賠償責任保険
＊現金動産保険
庶務業務
＊市との協定や光熱水費等の契約事務
＊市担当窓口との連絡調整
＊市の調査に対する回答
＊その他管理上必要となる事務
省エネルギーに対する取り組み
＊施設内に張り紙をする等、施設利用者に対して、できる限り電気等の利用を削減すること等の周知及び啓発に努めるとともに、指定管理者自らの事務を行う上で、電力等の使用量を削減するための必要な措置をできる限り講じるよう努めること。
廃棄物の処理について
＊業務を行う上で生じた廃棄物等の処理は、収集・運搬許可業者と委託契約を結び、適正な処理を行うこと。
災害等が発生した際の対応
＊災害等が発生し、市が施設をその対策のために使用することを決定した場合は、市の指示に従い当該災害等の対策に関する業務に協力すること。
・　その他市長が特に必要と認めた業務


市が行う業務内容
指定管理者が行う以外の施設・設備・備品等の新規購入・更新・修繕
指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事由による施設・設備・備品等の損傷以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できない修繕で100万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超えるものについて修繕を行うこと。
１件につき50万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える備品の新規購入、更新、修善を行うこと。ただし、管理運営に必要な自動券売機、電磁ゲートシステム、ラック式駐輪システムやサイン誘導等は指定管理者が導入すること。
現地確認調査等
指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、モニタリングを実施する。必要に応じて、駐車場において、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行う。
モニタリングの結果、指定管理者の業務実施内容が適正でないと判断した場合、市は指定管理者に対し、業務の改善等必要な指示を行う。それでも改善が見られない場合は、業務の停止、更には指定の取消しを行う。
帳簿書類等の確認
監査委員等が監査を行うために指定管理業務に関する帳簿類その他記録について提出を求めた場合は、指定管理者は速やかに帳簿書類等の提出をしなければならない。

各業務の実施体制に関すること
総括責任者の配置
指定管理業務全般を総括する事務所には、当該業務を把握している総括責任者を配置するとともに、常時、連絡及び指示が可能な体制を確保すること。
駐車場の施設及び設備の維持管理・運営体制
泉大津駅第一自転車等駐車場、泉大津駅第二自転車等駐輪場及び松ノ浜駅自転車等駐車場には、駐車場の管理業務を行う管理員や、朝夕の通勤通学時間帯で駐車場が混雑する時間帯に臨時で自転車等の整理等を行う整理員（以下「管理員等」という。）等を適切に配置し、利用者が安全かつ快適に利用できる管理運営を行える体制を整えること。
松ノ浜駅前第一自転車等駐車場及び松ノ浜駅前第二自転車等駐車場は、松ノ浜駅自転車等駐車場の管理員等が巡回等することにより、適切な管理運営を行い、利用者の利便性が確保される体制を整えること。
管理員等が業務を行う有人管理時間は、指定管理者から提案されたものを基準とする。
管理員等の勤務形態は、駐車場の運営に支障がないように定めること。また管理員等に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること。
各駐車場において緊急時連絡網及び防犯・防災マニュアルを作成し、管理員等に周知徹底するとともに、市へ提出すること。
管理に必要な法制度や泉大津市個人情報保護条例、泉大津市情報公開条例等の法規について、管理員等に周知し遵守させること。また、管理員等が管理業務等によって知り得た秘密を他に漏らさないよう徹底した指導を行うこと。
管理員等による打合せ等を定期的に開催し、各駐車場の意見等を共有し、常に運営方法について適切な改善を図るともに各駐車場間の均質なサービス水準の維持に努めること。
業務を担当する管理員等の名簿を作成し、管理業務の開始に先立ち市に提出すること。また、管理員等の変更があった場合は、遅滞なくその旨を書面により市に届けること。
駐車場の利用者、放置自転車対策の関係者及び住民からの問合せや苦情等を一元的に受け付けるための窓口（コールセンター等）を設置し、24時間対応できる体制を確保すること。窓口への連絡先は、看板等で広く周知すること。

経費等について
予算の執行
管理経費については、収支予算書に基づく提案額により執行すること。
目標収入、管理経費、市への納付金等に関することについて、疑義が生じた場合は、市と別途協議するものとする。

事業報告
会計年度終了後、施設の管理に係る事業報告書及びその他報告に必要な書類並びに業務履行状況及び自らの評価を記載した書面を添えて5月末日（この日が土日祝日であるときには、この日の後において、最も近い休日でない日）までに報告を行うこと。

経理規程等
指定管理者は経理規程等を策定し、経理事務を行うこと。また、指定管理者の業務に係る経理とその他の団体業務に係る経理を区分して整理すること。
本業務については、団体自体の口座とは別の口座で管理すること。

内部統制
駐車場の利用料徴収及び撤去自転車等の返還料の市への納付等にあたり、不正を防止するための内部統制を適切に講ずること。
また、具体的なマニュアル及びフローを作成し、管理員等に周知徹底するとともに、市へ提出すること。


納税
指定管理者は、消費税及び地方消費税、法人税、法人市民税等の納税義務を負う場合があるので、所轄の税務署等に確認のうえ、適正に納税すること。

機器の導入に伴う経費の変更
自動券売機、電磁ゲートシステム、ラック式駐輪システム等の新規導入は、指定管理者の提案により導入し、機器の導入に伴い経費に変更が生じた場合は、指定管理者の負担とする。
指定管理期間終了時の機器の取扱については、市と協議を行うこととする。

業務を実施するにあたっての注意事項
（１）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は、事前に市と協議を行うこと。
（２）指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は市と協議し決定すること。
（３）施設の修繕箇所の把握に努め、100万円以下の施設の修繕及び1件につき50万円以下の物品の交換（購入）及び修繕について積極的に行うほか、モニタリング等で市から指示があった場合は、原則として1カ月以内に対応すること。対応が遅れる場合は書面で理由を報告すること。
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